
う

ら

ま

わ

り

新
ｆ

浦

廻

遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
新
潟
県
白
根
市
大
字
戸
頭
字
浦
廻

２
　
調
査
期
間
　
　
一
一〇
〇
二
年

（平
１４
）
二
月
１

一
〇
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
⑭
新
潟
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団

４
　
調
査
担
当
者
　
本
間
克
成

５
　
遺
跡
の
種
類
　
遺
物
散
布
地

６
　
遺
跡
の
年
代
　
中
世

７
　
遺
跡
及
び
木
街
出
土
遺
構
の
概
要

浦
廻
遺
跡
は
、
国
道
人
号
白
根
バ
イ
パ
ス
に
か
か
る
試
掘
調
査

（本
誌
第
二

四
号
）
で
発
見
さ
れ
た
遺
跡
で
あ
る
。
信
濃
川
の
支
流
で
あ
る
中
之
口
川
が
形

成
し
た
自
然
堤
防
と
そ
の
後
背

湿
地
の
接
点
に
位
置
し
、
標
高

は
マ
イ
ナ
ス

一
・
Ｏ
ｍ
を
測
る
。

付
近
に
は
ほ
ぼ
同
時
期
の
馬
場

屋
敷
遺
跡
が
所
在
す
る
。
中
世

荘
園
青
海
荘
の
遺
称
地
で
、
そ

渤
　
の
北
端
近
く
に
位
置
し
て
い
た

新

と
推
測
さ
れ
る
。

て

　

今
回
の
調
査
は
、
試
掘
調
査

2002年出土の本簡

を
受
け
て
実
施
し
た
本
調
査
に
あ
た
る
。
検
出
し
た
遺
構
は
、
大
型
の
土
坑
三

基
と
畝
状
遺
構
二
区
画
で
、
柱
穴
や
建
物

・
溝
な
ど
の
人
工
的
な
構
築
物
は
み

ら
れ
な
い
。
遺
物
も
大
半
が
木
製
品
で
あ
り
、
漆
器
類

・
曲
物

・
下
駄

・
草
履

芯

・
扇
の
他
に
、
陽
物
形

。
刀
形
な
ど
の
祭
祀
具
が
あ
る
。
土
器
は
底
板
の
な

い
柄
杓
と
と
も
に
、
そ
の
底
と
し
て
転
用
さ
れ
た
よ
う
な
土
師
質
土
器

一
点
だ

け
で
あ
る
。
他
に
、
頭
頂
骨
二
点
を
は
じ
め
と
す
る
人
骨
数
体
分
と
獣
骨
が
出

土
し
て
い
る
。
獣
骨
は
大
半
が
犬
で
あ
り
、　
一
点
の
み
鳥
の
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
整
然
と
骨
が
原
状
を
保

っ
た
状
態
で
検
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
人
骨
は
壮
年
男
子
二
体
分
と
性
別
不
詳
の
六

・
七
歳
小
児
と
い

う
三
体
分
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
人
骨
の
中
に
は
、
鋭
利
な
刃
物
で
切
り

付
け
ら
れ
て
治
癒
の
形
跡
も
な
く
、
受
傷
後
ま
も
な
く
死
亡
し
た
傷
跡
を
残
す

も
の
や
、
大
な
ど
の
鳥
獣
に
よ
っ
て
骨
端
部
の
軟
骨
が
か
じ
ら
れ
た
痕
跡
を
残

す
も
の
な
ど
が
あ
る
。
全
体
的
に
は
死
亡
時
の
原
状
を
保
た
ず
、
解
剖
学
的
に

正
常
な
位
置
関
係
を
保

っ
て
な
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。

木
簡
は
、
遺
物
包
含
層
に
あ
た
る
Ⅷ
層
の
灰
色
粘
質
シ
ル
ト
と
砂
の
互
層
か

ら
六
六
点
出
土
し
た
。
こ
の
他
に
墨
痕
は
な
い
が
形
状
か
ら
塔
婆
や
木
簡
で
あ

る
こ
と
が
明
白
な
も
の
が
四
二
点
あ
り
、
こ
れ
ら
計

一
〇
八
点
は

一
連
の
遺
物

と
考
え
ら
れ
る
。
地
形
が
南
に
向

っ
て
緩
や
か
に
傾
斜
す
る
こ
と
も
関
係
し
て

か
、
木
簡
の
出
土
は
調
査
区
内
の
南
側
に
集
中
す
る
。
年
代
は
、
元
応
二
年

全

〓
三
ｏ
）
の
年
紀
を
記
す
木
簡
が
出
土
し
て
お
り
、
包
含
層
の
付
近
に
含

ま
れ
る
木
材
で
行
な
っ
た
げ
（放
射
性
炭
素
）
年
代
測
定
の
成
果

（
〓
一人
〇
年
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―
一
言
三
〇
年
）
も
こ
れ
と
ほ
ぼ

一
致
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、　
三
二
世
紀
後
半

か
ら

一
四
世
紀
前
半
の
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
南
北
朝
期
の
遺
跡
で
あ
る
こ
と
は

ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
木
簡
の
書
体
も
鎌
倉
時
代
末
期
の
典
型
的
な
も
の
と
い
う

指
摘
を
矢
田
俊
文
氏
か
ら
得
て
い
る
。
文
字
の
な
い
木
簡
の
中
に
は

一
点
だ
け

荷
札
状
の
形
状
の
も
の
が
あ
る
。
試
掘
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
に
つ
い
て
は
、

立
地
な
ど
を
考
慮
し
て
流
さ
れ
漂
着
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
が
、
①
ｌ
ω
が

廃
棄
さ
れ
た
ま
ま
の
束
に
な
っ
た
状
態
で
出
土
し
、
水
の
影
響
を
想
定
で
き
ず
、

二
断
片
が
接
合
し
た
の
は
断
簡
ど
う
し
が
二
ｍ
も
離
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

原
位
置
を
保

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
前
述
の
可
能
性
を
訂
正
し
て
お
き
た
い
。

な
お
、
⑫
①
⑮
⑫
は
試
掘
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
で
、
既
報
告
の
も
の
で
あ
る

が
、
整
理
の
都
合
上
再
掲
し
た
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

⑪
　
。
「
１
南
無
阿
弥
陀
仏
　
南
無
十
三
　
　
　
　
　
　
　
」

名

多

宝
塔
の
鉄

づ

）
雌
酷
帷
総
帥

南
征
【地
蔵
大
立
田洋

（多
宝
塔
の
絵
内
に
あ
り
）　
　
　
　
Ю認
×
富
×
］
８
Ｐ

（バ
ン
）

②

　

「鷺
南
元
阿
弥
他
仏
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
μ『授
滓
益

ｏ常

①

　

「白
南
元
阿
弥
他
仏
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
μ『粟
岸叉
］
寓
Ｐ

い

　

「常
南
元
阿
弥
他
仏
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ∞葵
Ｐ翼
］
寓
Ｐ

お
ツ
ｈ
Ｌ (9)(8)(7)(6)(5)l1211431

「常
南
元
阿
弥
他
仏
」

「常
南
元
阿
弥
他
仏
」

「常
南
無
阿
弥
他
仏
」

「常
南
元
阿
弥
他
仏
」

「１
南
元
阿
弥
他
仏
」

「常
南
元
阿
弥
他
仏
」

「童
南
元
阿
弥
他
仏
」

「常
南
元
阿
　
　
　
」

「常
南
無
阿
殊
陀
仏
」

（バ
ン
）　
　
　
　
〔誅
か
貯
中力
〕

「
常
南
無
阿
□
□
仏
」

公
ン
承
無
阿
弥
陀
力
〕

「
常
南
□
□
□
□
仏
」

公
ン
汽
無
阿
弥
陀
力
〕

「
常
南
□
□
□
□
仏
」

冨

ｏ
×

く

×

∞
　

ｏ
ω
岸
　

　

５６

Ｐ
Ｎ
６
×

Ｐ
い
×

ヽ

　

ｏ
ｏ
Ｐ

牌
『
］
×

Ｐ
⇔
×

や
　

ｏ
ω
岸

μ
『
∞
×

Ｐ
］
×

］
　

ｏ
ω
Ｐ

μ
ω
Φ
×

Ｐ
∞
×

］
　

ｏ
ω
Ｐ

Ｐ
『
∞
×

Ｐ
∞
×

］
　

ｏ
⇔
ド

Ｆ
『
ｏ
×

Ｐ
伽
×

∞
　

ｏ
φ
μ

Ю
Φ
Ｐ
×

∞
ｏ
×

ω
　

ｏ
ｏ
Ｐ

］
卜
ｏ
×

や
ヽ

×

伽
　

ｏ
ｏ
Ｐ

ω
ｏ
ｏ
×

Ｐ
∞
×

∞
　

ｏ
ｏ
滓

］
〇
『
×

Ｐ
］
×

卜

　

〇
〇
μ



l161

tづ
南承
□無
口阿
□弥
□陀

坐と

291   981

一づ
離
酔
剛
酌
剛
μ

公
ン
Ｘ
無
阿
弥
陀
力
〕

「
ｔ
南
□
口
□
□
仏

公
ン
Ｘ

無

阿
弥
陀
力
〕

「１
南
□
口
□
□
仏

「
常
南
無
阿
弥
陀
仏
」

「
常
南
無
阿
弥
陀
仏

常
□
　
　
弥
陀
仏
」

「南
日
日
日
□

〔弥
力
〕

「南
無
阿
□
×

名
南
無
阿
弥
陀
仏
」

名
南
無
阿
弥
陀
仏
」

「常
１
」

（バ
ン
バ
ン
）

常

常

2002年出上の木簡

2D   20 251   90   231   221   011   201     1191 lla llり

1391   130   139   861   ee   eつ 1331   1321   eD   001

〕
ｏ
∞
×

Ｐ
や
×

い

　

ｏ
ｏ
Ｐ

∞
ｏ
ｏ
×

解
∞
×

卜
　

ｏ
ω
Ｐ

（
］
∞
卜
）
Ｘ

Ｐ
卜
×

∞
　

ｏ
ｏ
Ｐ

（
］
∞
〇
）
×

Ｐ
∞
×

や
　

ｏ
ω
Ｐ

Ｐ
∞
ｏ
×

牌
伽
×

］
　

ｏ
⇔
μ

（
］
〇
卜
）
×

Ｐ
卜
×
∞
　
ｏ
ω
騨

（
］
ヽ
］
）
×

Ｐ
∞
×
∞
　
ｏ
ｏ
Ｐ

（
岸
］
『
）
×

μ
∞
×
や
　
ｏ
⇔
岸

（
Ｐ
∞
∞
）
×
∞
卜
×
∞
　
ｏ
φ
Ｐ

Ｐ
伽
∞
×

Ｐ
卜
×

ヽ

　

ｏ
φ
Ｐ

］
『
ｏ
×

岸
”
×

卜

　

Ｏ
ω
岸

（
］
∞
Φ
）
×
Ｐ
］
×
伽
　
ｏ
⇔
μ

一づ
づ
）
　

十
一正

。
「
＜
（墨
彩
）南
無
×

〔十
月
ヵ
〕

。
「
＜
元
應
二
年
口
□

×

〔元
力
〕

□
□
」

「
盆
里彩
こ

「
＜
（墨
彩
こ

。
「
＜
（墨
彩
こ

。
「
＜
（墨
彩
こ

「
＜
窒
坐彩
）

「
＜
（墨
彩
）

「
＜
（墨
彩
）南
無
大
日
如
来
」

ズ
墨
彩
）南
無
大
日
如
来

「
＜
常
南
元
大
日
如
来

「南
無
大
日
×

∞
ｏ
滓
×

滓
∞
×

］
　

ｏ
ω
Ｐ

（
Ｐ
］
ω
）
×

］
∞
×

∞
　

ｏ
ｏ
Ｐ

（
Ｆ
Ｏ
∞
）
×

∞
〇
×

］

ｏ
ω
μ

∞
ｏ
∞
×

］
『
×

∞
　

ｏ
ω
Ｐ

∞
卜
ω
×

ヽ
Ｐ
×

∞
　

〇
〇
Ｐ

∞
ら
い
×

卜
］
×

卜
　

ｏ
ω
Ｐ

（
ド
『
卜
）
×

Ю
『
×

∞
　

ｏ
ω
Ｐ

（
Ｐ
］
卜
）
×

∞
∞
×

ヽ
　

ｏ
⇔
Ｐ

∞
ｏ
『
×

卜
Ｐ
×

∞
　

ｏ
ｏ
Ｐ

（
］
Φ
Ｏ
）
×

∞
Ｐ
×

卜
　

ｏ
⇔
Ｐ

（
］
枷
卜
）
×

∞
伽
×

Ｐ
　

ｏ
ω
Ｐ

Ｇ

ｅ

×

謡

×

∞
　

息

Ｐ
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曰

周

旧

湖

日

日

日

□

園

同

日

日

日

日

――

圏

国

目

脚

円

日

Ｈ

日

旧

Ｂ
日
日
肘
阿
□

〔中中］】中山】”円山円四山］日日山山中山日日日日耐器⑭　　・５８
呻り

∩
円
‐‐
日
日
Ｖ

T 
③   Qつ

闊

周

脚

躍

自

日

日

日

巴

瑾
日
図
‐‘ＩＭ
閉
円
口
日
閣
旧
田
日
旧
日
日
――
日
日
　
サ

内
日
田
日
日
Ｍ
日
円
田
附
円
因
‐ｒ‐
四
四
田
回
¨
鶴

（円田日日日日日‐‐‐手．十日円阿旧Ш‐‐
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識
に
磯
罐
に
筋
に
鰯
Ⅷ
鰯
Ⅷ
Ⅷ
鰯
Ⅷ
鰯
Ⅷ
開
錢
鰯
０

・霊
穐
趨
饉
驚
攘
蔭
譲
饉
饉
蔭
瞬
錢
題
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鞠
議
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「
＜
静

群

無

大

日
如

来

　

　

　

　

　

　

　

　

（∞
こ

益

反

∞

Ｏ
Ｐ

×
南
無
大
日
如
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（や０
×
ф授
ヽ
８
Ｐ

一
ゼ

げ

無

大

日

如

来

」
　

　

　

　

　

　

　

　

］
ω
巽

器
益

ｏ
２

一
ゼ

ド

無

大

日

如

来

」
　

　

　

　

　

　

　

　

醤

迷

受

卜

ｏ
２

・
ズ
笹

ｅ

急

々
如

律

令

」

。
「　
国
□
　
　
　
□
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ∞簑
嗚睫
ω
８
μ

≒
軽
於
汝
等
汝
等
皆
党
作
仏
故
四
衆
之
中
×

名
瞑
恙
心
不
浮
悪
口
罵
讐
言
是
無
智
比
丘
×

含
釦］Ｙ
Ｐ∞溢

０こ

「又
諸
日
日
日
日
日
回
受
イヒ
【助
糀

6ゆ   1501   491 40   隼り'   40

16a   160 691   60   6つ

とい   e31   aD   all   建③

60   1541 631   152

耐
Ｈ
日
□
住
者
有
也

「□「籍
３

急
々
如
律
令

岬
酢
死

ズ
符
篠
）
急
々
如
律
令
□
」

ズ
符
篠
）
急
々
如
律
令
」

（
Φ
】
）
Ｘ

μ
ω
×
囀
　
ｏ
μ
０

（
Φ
】
）
Ｘ
Ｐ
ド
×
や
　
Ｏ
Ｐ
ｃ

（
ド
０
卜
）
Ｘ
卜
Ｐ
Ｘ
Ｏ
　
ｏ
Ｐ
０

や
０
一
×
∞
⇔
Ｘ
『
　
ｏ
∞
Ｐ

］
い
Ｏ
Ｘ
ヽ
『
×

ω
　

ｏ
釦
Ｐ

］
い
ω
Ｘ

囀
∞
×

ヽ
　

Ｏ
ω
〕

「常

（符
篠
）
急
々
如
律
令

。恥

急
々
恕
碁
」

，
「　
　
　
　
に
し
　
」

ズ
符
銀
）
急
々
如
律
令
□
」

。
「
ｏ
（符
篠
）

，
「
ｏ
　
ｒＸ

ズ
人
面
相
）
☆
口
回

「寺
南
無
□
回
□
回
仏
」

醇

日

回

」

「常
□
□
」

〔
南
無
力
〕

，
□
□
回
□
回
」

う
□
□
回
□
　
」

「□
□
□
口
□
回
」

「
＜
　
　
　
　
　
□
」

出
所
」

悩
０
×
横
・×
ド

８
Ｐ
　

・６０

�
い
『
×

】
０
×

卜
　

⇔
伽
〕

μ
Ｏ
∞
×‐
中
ω
Ｘ

ヽ
　

０
伽
牌

（
Ｏ
Ｎ
）
×
ド
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Ｘ
卜
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ド
Φ
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牌
∞
μ
）
Ｘ
い
０
×
Ｏ
　
ｏ
牌
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〕
∝
０
×
］
『
Ｘ
∞
　
一０
∝
騨

∞
μ
ド
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や
０
×

ω
　

Ｏ
ω
世

中
∞
ヽ
×

や
⇔
×

い
　

０
６
〕

（
や
⇔
や
）
×

や
り
×

∞
　

一
Ｏ
Ｐ

∞
Ｐ
ф
ｋ

や
Ｏ
Ｘ

ф
　

０
６
岸

ω
Ｏ
Ｎ
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ω
］
Ｘ

ヽ
　

Ｏ
ω
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2002年出上の木簡

∞
　
　
「日
日
日
Ｈ
日
□
」

①
　
・

□
□
５
□
Ⅶ
□
□
□

当
　
　
当

。
□
□
□

〔し
う
や
ま
す
力
〕

ω
　
。
□
□
□
□
□
□
□
□
□
」

〔
し
ん

い
と
〔終
保
力
〕

□
□
□
□
□
□

⑪
　
　
「
＜
（墨
彩
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∞８
×
焦
×
∞
８
Ｐ

一
括
出
土
し
た
い
ｌ
⑪
の
中
で
も
②
Ｏ
は
裏
面
ど
う
し
が
密
着
し
、
④
①
も

年
輪
幅
が

一
致
す
る
の
で
、
各
々
同

一
の
材
か
ら
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
⑪

だ
け
は
他
の
一
〇
点
を
代
表
す
る
よ
う
に
や
や
大
き
く
、
そ
う
し
た
形
状
の
特

徴
を
考
慮
し
つ
つ
他
の
一
〇
点
の
記
載
内
容
に
従
っ
て
、
多
宝
塔
の
絵
の
記
載

さ
れ
て
い
る
方
を
裏
と
し
た
。
多
宝
塔
内
の
割
書
は

『妙
法
連
華
経
』
方
便
品

第
二
で
あ
る
。
ま
た
、
他
の
一
〇
点
と

「南
無
十
王
」
の
対
応
は
容
易
に
推
測

さ
れ
、
十
王
思
想
を
示
し
て
い
る
。
『地
蔵
十
王
経
』
な
ど
の
経
典
や
十
王
図

に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
鎌
倉
時
代
に
定
着
し
た
と
さ
れ
る
十
王
思
想
と
地
蔵
菩

薩
の
信
仰
を
木
簡
で
提
示
し
た
初
め
て
の
資
料
と
思
わ
れ
る
。
⑪
は

「南
」
の

下
に
非
常
に
小
さ
く

「元
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
最
初
に
書
き
誤
っ
て

「南

阿
」
と
書
い
て
し
ま
い

「元
」
を
追
記
し
た
が
、
改
め
て
表
に
書
き
直
し
た
も

の
で
あ
る
。
他
に
い
を
除
く

一
〇
点
は

「陀
」
を

「他
」
と
記
し
、
⑦
だ
け
は

「元
」
を

「無
」
と
書
い
て
い
る
。

⑫
ｌ
④
も
塔
婆
類
で
あ
る
が
、
⑭
ｌ
⑬
の
六
点
は
ω
ｌ
①
の
一
一
点
か
ら
約

一
ｍ
離
れ
て

一
括
し
て
出
土
し
た
。
他
に
、
「大
日
如
来
」
を
記
し
た
木
簡
の

中
に
は
同
筆
関
係
が
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
⑫
と
④
は
梵
字

。
「大
日
」

な
ど
か
ら
同
筆
と
見
な
さ
れ
る
。
⑩
と
①
、
的
と
①
も

「南
」
も
し
く
は

「大
」
の
近
似
性
か
ら
同
筆
の
可
能
性
が
高
い
。
こ
う
し
た
同
筆
関
係
か
ら
、

二
点
も
し
く
は
四
点
以
上
で
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
、
木
簡
を
記
し
た
人
物
も

二
人
以
上
の
複
数
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

年
紀
の
あ
る
的
、
①
ｌ
⑦
、
及
び
⑩
は
、
木
簡
の
上
端
部
を
墨
彩
す
る
。
墨

彩
の
長
さ
は
②
の
四
ｃｍ
か
ら
師
の
一
二
伽
以
上
ま
で
あ
る
。
塔
婆
の
頭
部
を
墨

彩
す
る
例
は
す
で
に
い
く
つ
か
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
上
端

部
の
二
１
三
伽
程
度
を
塗
る
の
に
対
し
て
、
本
木
簡
群
は
非
常
に
長
く
墨
彩
さ

れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
長
く
墨
彩
す
る
理
由
な
ど
詳
細
に
つ

い
て
は
未
だ
不
明
で
あ
る
。
⑪
ｌ
ω
、
働
は
墨
彩
の
み
で
文
字
は
記
さ
れ
て
い

な
い
が
、
墨
痕
の
あ
る
資
料
と
し
て

一
括
性
が
高
い
の
で
合
わ
せ
て
掲
げ
る
。

⑮
⑩
は
柿
経
で
あ
る
。
的
は
既
に

『妙
法
蓮
華
経
』
経
常
不
経
菩
薩
品
第
二

十
と
報
告
し
た
が
、
④
に
は
従
地
踊
出
品
第
十
五
が
記
さ
れ
て
い
る
。
⑭
も
経

典
の
一
文
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
具
体
的
な
典
籍
名
は
判
明
し
て
い
な
い
。

い
ず
れ
も
完
存
せ
ず
自
然
に
折
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
特
に
⑬
だ
け
は
刃
物
で

］
『
ヽ
×

牌
ｏ
×

Ｐ
　
ｏ
ω
中

Ｃ

じ

×

含

Ｎ
ｅ

×

∽
　

ｏ
解

（
〓

じ

×

ａ

）
×

Ｐ
　
ｏ
∞
岸



下
端
部
を
切
断
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
⑭
ｌ
④
は
梵
字
を
重
ね
て
記
す

木
簡
で
、
同
様
の
類
例
は
群
馬
県
世
良
田
諏
訪
下
遺
跡
な
ど
で
み
ら
れ
る

（本

誌
第
一
五
号
）。
な
お
、
の
働
い
は
墨
痕
部
分
の
一
部
が
、
風
化
の
遅
れ
の
た
め

一
段
高
く
な
り
、
浮
き
出
た
状
態
を
明
瞭
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
使
用

後
、　
一
定
期
間
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
放
置
さ
れ
て
風
雨
に
晒
さ
れ
て
い
た
状
況

が
推
測
さ
れ
る
。

⑭
と
⑩
ｌ
∽
の
九
点
は
呪
符
で
あ
る
。
⑭
の
符
像
は
、
水
野
正
好
氏
に
よ
れ

ば

『修
験
深
秘
行
法
符
児
集
』
や

『深
秘
集
』
で

「疱
着
呪
」
の
符
と
さ
れ
て

い
る
も
の
に
類
似
す
る
。
鎌
倉
市
小
町

一
丁
目

一
〇
七
番
地
遺
跡
出
上
の
同
様

の
も
の

（本
誌
第

一
〇
号
）
と
比
較
す
る
と
、
⑭
で
は
符
篠
の
最
後
に

「子
」

が
余
計
に
記
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
⑬
は
右
側
面
の
下
端
部
に
転
用

前
の
穿
孔
の
痕
跡
を
残
す
。
①
の
裏
面
は
長
野
県
石
川
条
里
遺
跡
出
上
の
呪
符

（本
誌
第

一
四
号
）
と
同
様
に
方
角
を
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
側
は
墨
痕

を
切
る
よ
う
に
上
端
部
に
穿
孔
が
あ
り
、
下
端
は
斜
め
に
刃
物
に
よ
っ
て
落
と

さ
れ
て
い
る
。
縦
に
も
三
分
割
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
人
為
的
な
も
の
で

は
な
い
。
⑭
は
呪
句
の
よ
う
な
文
字
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
上
端
部
に
人
面

の
よ
う
に
目
が
記
さ
れ
、
中
央
付
近
に
は
五
亡
星
が
見
出
せ
た
の
で
、
呪
符
と

し
た
。
そ
の
他
、
判
読
で
き
な
か
っ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
が
、
⑩
①
は
梵
字

五
文
字
が
記
さ
れ
光
明
真
言
の
可
能
性
も
あ
る
。
⑫
も
縦
に
割
れ
て
い
る
が
、

人
為
的
な
も
の
と
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。　
一
方
、
①
⑮
は
仮
名
を
記
し
、
∞

は
横
書
き
に
な
っ
て
い
る
。
但
し
、
両
者
と
も
文
意
を
し
て
判
読
し
た
も
の
で

は
な
く
、
墨
痕
か
ら
相
当
す
る
仮
名
文
字
を
推
定
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

こ
れ
ら
の
木
簡
に
は
柿
経
や
梵
字
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
記
し
た
の
は
僧

侶
に
類
す
る
宗
教
者
で
あ
り
、
複
数
の
同
筆
関
係
か
ら
何
人
か
に
よ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
も
間
違
い
な
い
。
た
だ
、
宗
派
な
ど
の
具
体
的
な
様
相
は
未
だ
判
明

し
て
い
な
い
。
①
の
多
宝
塔
塔
婆
な
ど
の
木
簡
か
ら
本
遺
跡
の
性
格
を
考
え
る

と
、
葬
送
に
関
わ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
中
世
の
葬
送
は
夜
間
に
行
な
わ

れ
る
が
、
共
伴
遺
物
の
中
に
行
燈
状
の
灯
明
具
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

他
に
頭
部
墨
彩
の
長
さ
か
ら
も
塔
婆
類
が
手
厚
い
葬
送
の
様
相
を
示
し
て
い
る

と
思
わ
れ
、
こ
れ
ら
が
用
い
ら
れ
た
状
況
と
し
て
、
厚
過
さ
れ
た
葬
送
や
追
善

供
養
の
様
子
が
推
測
さ
れ
る
。
勝
田
至
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
中
世
の
葬
送
は

身
内
だ
け
で
行
な
う
も
の
な
の
で
、
近
隣
村
落
の
民
衆
が
行
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
近
隣
に
城
館
が
見
ら
れ
ず
、
出
土
遺
物
で
も
石
塔
類
が
全
く
な
い
こ
と
な

ど
を
考
慮
す
る
と
、　
一
ノ
谷
遺
跡
の
よ
う
な
集
団
墓
と
す
る
こ
と
も
難
し
い
。

骨
に
火
葬
痕
跡
が
全
く
な
い
こ
と
か
ら
も
、
勝
田
氏
の
指
摘
す
る
遺
棄

・
風
葬

す
る
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
但
し
、
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
六

歳
と
い
う
幼
児
の
頭
頂
骨
が
出
土
し
、
⑭
の
よ
う
な
病
魔
に
関
す
る
木
簡
が
あ

っ
て
病
死
者
も
推
察
さ
れ
る
点
を
重
視
す
る
と
、
単
な
る
葬
送
地
で
は
な
く
、

幼
児
や
病
死
者
な
ど
往
生
で
き
ず
、
中
世
で
は
異
常
死
と
さ
れ
た
人
々
の
葬
送

地
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
遺
跡
の
立
地
を
重
視
す
る
と

「河
原

者
」
と
呼
ば
れ
た
非
人
Ｈ
被
差
別
民
が
存
在
し
た
可
能
性
も
考
慮
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
塔
婆
類
は
鎌
倉
末
期
の
地
方
村
落
に
お
け
る
葬
制
を
示
し
て
い
る
。



2002年出上の木簡

従
来
、
中
世
の
葬
送
研
究
は
、
石
塔
に
代
表
さ
れ
る
身
分
層
を
対
象
と
し
、

し
か
も
京
都
や
鎌
倉
と
い
っ
た
都
市
が
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本

木
簡
群
は
地
方
村
落
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
さ
ら
に
は

身
分
層
や
、
文
献
史
料
に
見
出
し
が
た
い
往
生
以
外
の
葬
送
形
態
を
示
す
可
能

性
も
含
む
。
『弘
法
大
師
行
状
絵
巻
』
第
二
人
紙
に
近
い
実
情
と
推
測
さ
れ
、

そ
の
重
要
性
が
見
出
さ
れ
る
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
と
そ
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
新
潟
大
学
の
矢
田
俊
文

氏
他
の
新
潟
県
内
の
中
世
史
研
究
者
の
方
々
、
働
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
の
狭

川
真

一
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

９
　
関
係
文
献

新
潟
県
教
育
委
員
会

・
④
新
潟
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団

『
一
般
国
道
８

号
白
根
バ
イ
パ
ス
関
係
発
掘
調
査
報
告
書
　
浦
廻
遺
跡
』
０
一〇
Ｑ
二
年
）

（田
中
一
穂
）

新
潟
・草
野
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
新
潟
県
北
蒲
原
郡
中
条
町
赤
川

２
　
調
査
期
間
　
　
一
一〇
〇
二
年

（平
１４
）
六
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
中
条
町
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
水
澤
幸

一

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
衛
跡

。
自
然
流
路

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代
末
期
―
平
安
時
代
初
期

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

調
査
地
は
現
在
平
野
に
立
地
す
る
が
、
河
川
蛇
行
部
の
章
原
の
微
高
地
に
築

か
れ
た
遺
跡
で
あ
る
。
今
回
の
調
査
は
県
営
回
場
整
備
事
業
に
伴
う
水
路
部
分

の
調
査
で
、
幅
三
ｍ
長
さ
七
七

ｍ
、
面
積
は
二
三

一
ポ
で
あ
る
。

調
査

の
結
果
、
川
跡
、
柱

穴

・
溝
な
ど
を
検
出
し
た
が
、

建
物
の
規
模
な
ど
は
不
明
で
あ

る
。
木
簡
は
全
て
川
跡
か
ら
出

知

土
し
た
。
上
流
に
あ
た
る
東
側

中
　
の
川
か
ら
「九
九
」
木
簡
①
が
出

土
し
た
ほ
か
は
、
い
ず
れ
も
下




